
連絡先：〒456-0006
名古屋市熱田区沢下町９－７ 労働会館東館３F
電話052－871－5433 FAX052－871－5618

日時 ５月16日(土)

13:30～16:30(予)

場所 名古屋市教育館講堂
地下鉄「栄駅」3番出口徒歩２分

トヨタシンポジウムは今年で31回目となり

ます。昨年３月期の決算報告でトヨタ自動車・

豊田章男社長は「法人税を払えるようになっ

てうれしい」と発言。最大の利益をあげなが

らなぜ？という声があがりました。

リーマンショックを前後に、多国籍企業に

対して数々の減税措置がおこなわれました。

外国税額控除や試験研究開発費控除、損益の

繰り越し制度などで課税前所得がきわめて小

さくするしくみがつくられ、納税を回避して

いたのです。

安倍首相は、こうした大企業優遇の税制に

加え、さらに法人税を減税するといっていま

す。一方で、庶民には消費税増税を押しつけ

る、医療や介護で負担増をしいるなど、逆さ

まな政治をすすめています。大企業の｢稼ぐ力｣

をさらに高めるとして雇用も社会保障も大改

悪をすすめる安倍政権とたたかううえで、こ

のシンポジウムは大きな意義を持つものです。

皆さんの参加をお待ちしています。


